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大和市告示第１２号 

 大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  平成３１年２月５日 

大和市長 大 木  哲   

 

   大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱（平成１９年大和市告示第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助事業の補助金の額は、前項の規定により算出した額 

 に４分の３を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）とする。 

 (1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 

 (2) 保育所等業務効率化推進事業 

 (3) 保育所等事故防止推進事業 

別表第１保育士宿舎借り上げ支援事業費の項中「平成２９年度保育対策総合支援事業費補助

金の国庫補助について（平成２９年８月３日付け厚生労働省発子０８０３第２号厚生労働事務

次官通知）別紙平成２９年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」を「保育対策総合支援

事業費補助金の国庫補助について（平成３０年１０月１７日付け厚生労働省発子１０１７第５

号厚生労働事務次官通知）別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に、「２４６，０００

円」を「３２８，０００円」に改め、同表保育所等における業務集約化推進事業費の項中 
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民間保育所及び認定

こども園（幼保連携

型認定こども園に限

る。） 

国保育対策要綱３(11)に掲げる保育所等に

おける業務集約化推進事業を実施するため

に必要な経費（国保育対策要綱別表に規定

する対象経費に限る。） 
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保 育 所

等 に お

け る 業

務 集 約

化 推 進

事業費 

民間保育所及び認定こ

ども園（幼保連携型認

定こども園に限る。） 

国保育対策要綱３(11)に掲げる保育所等にお

ける業務集約化推進事業を実施するために必

要な経費（国保育対策要綱別表に規定する対

象経費に限る。） 
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保 育 所

等 業 務

効 率 化

推 進 事

業費 

民間保育所、認定こど

も園（幼保連携型認定

こども園に限る。）及

び家庭的保育事業等 

平成３０年度（平成２９年度からの繰越分）

保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改

修費等支援事業（平成２９年度補正予算の繰

越分）、保育所等業務効率化推進事業（保育

所等におけるＩＣＴ化推進事業）及び保育所

等事故防止推進事業分）の国庫補助について

（平成３０年８月２２日付け厚生労働省発子

０８２２第１号厚生労働事務次官通知）別紙

平成３０年度（平成２９年度からの繰越分）

保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改

修費等支援事業（平成２９年度補正予算の繰

越分）、保育所等業務効率化推進事業（保育

所等におけるＩＣＴ化推進事業）及び保育所

等事故防止推進事業分）交付要綱（以下「平

成２９年度繰越分国保育対策要綱」とい

う。）３(2)に掲げる保育所等業務効率化推進

事業を実施するために必要な経費（平成２９

年度繰越分国保育対策要綱別表に規定する対

象経費に限る。） 
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民間保育所、認定こども

園（幼保連携型認定こど

も園に限る。）及び家庭

的保育事業等（居宅訪問

型保育事業を除く。） 

平成２９年度繰越分国保育対策要綱３(3)に掲

げる保育所等事故防止推進事業を実施するた

めに必要な経費（平成２９年度繰越分国保育

対策要綱別表に規定する対象経費に限る。） 

 

 



に改め、同表特別経常費の項中「民間保育所特別経常費補助金交付要綱の一部改正について（平

成２８年１月１８日付け次育第６８８号神奈川県知事通知）別添」を削り、「民間保育所特別経

常費補助金交付要綱（」の次に「平成１６年４月１日施行。」を加え、同表低年齢児受入対策緊急

支援事業費の項中「保育緊急対策事業費補助金交付要綱等の一部改正について（平成２９年３月

２９日付け次育第１０２６号神奈川県知事通知。以下「県通知」という。）別添」を削り、「保

育緊急対策事業費補助金交要綱（」の次に「平成２７年４月１日施行。」を加え、「（県通知別添

低年齢児受入対策緊急支援事業実施要領」を「（低年齢児受入対策緊急支援事業実施要領（平成２７

年４月１日施行）」に改め、「県通知別添」を削り、同表民間保育所健康管理体制強化事業費の項

中「（県通知別添民間保育所健康管理体制強化事業実施要領」を「（民間保育所健康管理体制強化

事業実施要領（平成２７年４月１日施行）」に改め、「県通知別添」を削り、同表要保護児童保育

所受入促進事業費の項中「（県通知別添要保護児童保育所受入促進事業実施要領」を「（要保護児

童保育所受入促進事業実施要領（平成２７年４月１日施行）」に改め、「県通知別添」を削り、同

表地域型保育事業連携対策緊急支援事業費の項中「（県通知別添地域型保育事業連携対策緊急支援

事業実施要領」を「（地域型保育事業連携対策緊急支援事業実施要領（平成２７年４月１日施行）」

に改め、「県通知別添」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行し、改正後の大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱（以下

「新要綱」という。）の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日前に改正前の大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱の規定によってした

申請、決定その他の手続は、新要綱の相当規定によってした申請、決定その他の手続とみなす。 


